
 

持込先施設名 電　話

持ち込むことができるごみ

燃やすごみ
燃やさないごみ

粗大ごみ
鳥越クリーンセンター 鳥越甲２８１８ ４７－１１００ ○○

原則  家庭から出る「燃やすごみ」と「燃やさないごみ」はステーション収集

原則  家庭から出る「粗大ごみ」は戸別収集

粗大ごみ

粗大ごみ

燃やすごみ 燃やさないごみ・

燃やすごみ 燃やさないごみ・

月曜日～土曜日　午前８時30分～午後５時
（祝日・振替休日及び年末年始は除きます）

受付日時

持込料金

持込方法

引越しなどで、やむを得ず多量のごみが出たときに限り、下記の処理施設に持ち込むことが
できます。前日までに電話をし、施設の確認を受けてから持ち込んでください。

家庭菜園用ポリマルチは、鳥越クリーンセンターへ事前に連絡し、燃やさないごみ用指定袋に入れて、
持ち込むことができます。
＊処理施設の機械に絡まり、故障の原因となるため、ごみステーションには出さないでください。 

所在地

生ごみは持ち込めな
いの？

生ごみ用指定袋に入った
生ごみは持ち込めません。
生ごみを持ち込む場合は、
燃やすごみ用指定袋に入
れてください。

A&Q

A.

Q.

助成制度助成制度 処理施設への持ち込み処理施設への持ち込み

助
成
制
度

助
成
制
度

処
理
施
設
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処
理
施
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へ
の
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ち
込
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見本

・戸別収集と同額
　200円、600円、1,000円
＊持ち込む前に連絡をして、金額を確認し
てください。

・指定袋に入っている場合は、無料
・指定袋に入っていない場合は、100kg
まで300円
・100kgを超えた場合は、10kg当たり
30円を加算

正しく分別し、中身が見えるようにして持ち込んでください。段ボール箱に入れての
持ち込みは禁止。大きいものは50cm四方に切ってください。

粗大ごみ処理券シールを貼って
持ち込んでください。

1.家庭ごみ用指定袋の交付制度

2.生ごみ処理器設置補助金制度

3.ごみ収集箱設置補助制度

●満3歳未満の児童（出生届または転入届時に全部を交付）
●生活保護を受けている世帯
●児童扶養手当の受給世帯
●特別児童扶養手当の受給世帯
●特別障害者手当の受給世帯
●ひとり親家庭等医療費受給者証の交付を受けている世帯
●町で規定する、紙おむつの交付または支給を受けている世帯

生ごみを減量し堆肥として資源化を図り、ごみの減量化と焼却の効率化を進める「生ごみ
処理器」の購入者に予算の範囲内で補助します。

ごみステーション施設の設置及び修繕を行う行政区などに、予算の範囲内で補助金します。

●補助対象

●対象世帯
申請により、家庭用指定袋引換券を無償で交付します。

●電動式生ごみ処理機
（購入費の1／2以内、上限50,000円）
●町指定業者の取り扱う生ごみ処理機
（購入費の1／2以内、上限3,000円）

●事業費の30％以内、上限50,000円

●奨励金の単価は要綱で定め、予算の範囲内で交付します。
●事前に、日程や参加者などの届け出が必要です。

４.空き缶等有価物集団回収奨励金

空き缶等の散乱防止と再生可能な有価物の再資源化を積極的に推進し、ごみの減量化を図
り、環境美化の向上に努める小中学校PTAなどの団体に対して奨励金を交付します。
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